
 
 
 
 
 
 

 市内の商店街の皆さんが抱える様々な課題の解決を支援するため、商店街の要望に応じた外

部の専門家を派遣し、専門家と市職員が協働で皆さんをサポートします。 
 

○支援内容 

 
 
○申込から支援までの流れ 
 ①（商店街）お申込み  ※申込書の提出が必要です。   

   ↓ 

 ②（TMO・市）相談内容を事前に聞き取り、専門家の選定 

   ↓ 

③（専門家・市）専門家と市による伴走支援活動の実施 

    ※支援後、利用実績報告書の提出が必要です。 

 

 ■お申込み■ 
  ㈱金沢商業活性化センター 

  TEL:076-224-8112  Mail:shop@kanazawa-tmo.co.jp 

 ■お問合せ■ 

金沢市経済局商工労働課 

  TEL:076-220-2193  Mail:syoukou@city.kanazawa.lg.jp 

 

 

●対象者及び支援内容 

①対  象：金沢市内の商店街 

②支援内容：商店街の活性化や課題解決への支援 

   （例） 

    ・デジタル推進、空き店舗対策、インボイス対応、インバウンド対応など 

     商店街の活性化や直面する課題の解決 

    ・商店街の人材育成などの人づくり 

    ・セミナーやワークショップの開催  など 

 

●専門家（例） 

    ・中小企業診断士 

   ・IT 関連企業 

 など、申込の内容に応じて決定させていただきます。 

 

●回数・時間  １回につき１～２時間程度（１年度について５回程度まで） 

 

●費用     無料 ※専門家への謝礼は、金沢商業活性化センターが支払います。 

 

●申込方法   金沢市商工労働課にお問合せいただき申込書をお送りします。 

申込書を記入の上、メールで 株式会社 金沢商業活性化センター（TMO） 

        までご提出ください。 

商店街の課題解決をお手伝いします！ 

専門家と市が伴走支援！ 


